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はじめに（市長あいさつ文） 

日頃より太宰府市の教育行政にご理解ご協力をいただき感謝申し上げます。本

市は昨年市制施行 40 周年を迎え、「太宰府市まちづくりビジョン」を基に、次の

10 年に向けて令和発祥の都としてのさらなる発展を目指しています。次代を担

う子どもたちの意欲を高め、その能力を引き出す「世界に羽ばたく人材育成」も

積極的に進めているところです。 

 国は子どもの読書活動推進のため、平成 12 年を「子ども読書年」とする決議

を行い、それを契機に平成 13 年 12 月に「子どもの読書活動の推進に関する法

律」が公布、施行されました。この法律では、国や地方公共団体の責務、事業者

の努力、保護者の役割、関係機関との連携強化などについても定められています。 

 また、この法律に基づき、平成 14 年に「子どもの読書活動の推進に関する基

本的な計画」を策定、平成 20 年に第２次計画、平成 25 年に第３次計画、平成

30 年に第４次計画、そして令和５年３月に第５次計画を策定して現在に至って

います。 

 本市においては、平成 24 年度に「太宰府市子ども読書活動推進計画（第１次）」、

平成 30 年に第２次計画を策定し、家庭・地域・学校・行政がそれぞれに連携し

ながら様々な事業に取り組んでまいりました。学校図書館での貸出数の伸びなど、

一定の成果を挙げてきています。 

今回、第２次計画から６年が経過したことを受け、国や県の取り組みを参考に

し、また、子どもたちを取り巻く社会状況の変化も考慮しながらさらに充実、発

展させた計画を策定いたしました。 

未来あるすべての子どもたちが、たくさんの本との出会いによって心豊かに成

長していくこと、そして読書により培われた知識や能力を活かし、世界に大きく

羽ばたいていくことを願って、本計画を推進してまいります。 

 結びに、「第３次太宰府市市子ども読書活動推進計画」の策定にあたり、読書ア

ンケートやパブリックコメントにご協力いただいた市民の皆様および関係者の

方々に心より感謝申し上げます。 

 令和６年３月 
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第１章 計画策定の背景 

１ 子どもをめぐる社会状況の変化と求められる能力 

ＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）といったＩＣＴ技術の発展

やスマートフォンなどのメディアの普及により、子どもたちを取り巻く環境は急激

に変化しています。さらに、多様な人々が社会的・経済的に国境を越えて、自由に

行き来するグローバル社会が構築されつつあります。 

 このような急激な変化の中、これからの時代を担う子ども達には、状況の変化に

対応し、自らの力で課題を解決していく力が求められています。 

 文部科学省は平成 29・30・31 年に学習指導要領を改訂し、「生きる力」を育む

ための資質・能力として、「学んだことを人生や社会に生かそうとする学びに向かう

力、人間性」「実際の社会や生活で生きて働く知識及び技能」「未知の状況にも対応

できる思考力、判断力、表現力」を三つの柱としました。 

子どもが読書活動をすることで、知識・語彙を増やして思考力を高め、自分の考

えを正しく言語化して表現力を磨き、相手の気持ちに共感しながらコミュニケーシ

ョンを図ることができます。そうして多様な人々と協働し、新たな価値を創造しな

がら課題を解決しようとする力を育んでいきます。 

2 子どもの読書活動の現状

（1）小学生の読書状況

令和４年度第6７回学校読書調査報告によると、全国の小学生（4～6年生）の5

月1カ月間の平均読書冊数は、平成31年度までは11冊前後でしたが、令和３年度

から13冊前後へと微増しています。 

太宰府市では、学校図書館を利用した小学生（4～6年生）の年度ごとの1人あた

りの平均貸出冊数は、「太宰府市子ども読書推進計画（第1次）」で新規事業として

取り組んだ学校司書配置が実現したことにより、平成24年度から年々大幅に伸び

てきました。しかし、令和２年度以降の貸出数は停滞している状況です。 

令和４年度に市内公立小中学校でおこなった「子どもの読書活動状況に関する

アンケート調査」（注１）によると、自分の自由な時間はゲームをするという児童が

40％を超えており、動画を見るという児童と合わせると56％を超えます。刺激的
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なメディアが身の回りに溢れる中、どのように読書時間を確保していくのか今後の

課題です。

（注１） 令和４年 10月 17日～令和４年 10月 28日  福岡県教育庁福岡教育事務所主催で行った「子どもの読書活動に関するア

ンケート調査」太宰府市立小学校第５学年および中学校第２学年の児童生徒が対象

（2）中学生の読書状況

令和４年度第6７回学校読書調査報告によると、全国の中学生の5月1カ月間の

平均読書冊数は、５冊前後で推移しています。太宰府市の学校図書館を利用した

中学生の年度ごとの1人あたりの平均貸出冊数は、平成29年10月から市立中学

校の学校司書専任配置がされたこともあり、28年度までの８冊前後から10冊前

後に伸びてはいますが、小学生と比較するとまだ十分な冊数とは言えません。先

の「子どもの読書活動状況に関するアンケート調査」では、自由な時間をゲー

ムや動画に費やす生徒は63％を超えています。さらには部活動や勉強など読書

以外の時間も必要なことが、貸出数が少ない要因として考えられます。 
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（３）子どもと本をつなぐ「大人」の読書活動

子どもの読書活動において、子どもと本をつなぐ「大人」の存在は大きく、ない

がしろにはできません。 

その反面、1970 年代頃から問題視されてきた全国的な大人の読書離れについて

は、子どもの読書活動推進の機運が高まる今に至っても有効な対策が見いだせず、

改善されていません。当市においては、市民図書館での市民 1 人あたり貸出数が全

国平均を上回る水準にはありますが、令和２年度のコロナ禍による休館の影響を差

し引いても、総貸出数は減少傾向にある状況です。日常生活を本と共に過ごし、読

書を楽しむ大人の姿は、子どもへの生きた読書支援活動です。子どもだけでなく、

大人も併せて対策をしていく必要があります。 
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３ 配慮すべき社会状況と課題 

（1）「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の制定 

 令和元年６月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（読書

バリアフリー法）が公布・施行されました。この法律は、「視覚障害者等（視覚

障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍（雑誌、新聞その他刊行物を

含む）について視覚による表現の認識が困難な者）の読書環境の整備を総合的か

つ計画的に推進し、障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて

文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与すること」を目

的としています。この法の第五条には地方公共団体の責務が定められており、福

岡県教育委員会は令和 5 年 6 月に「福岡県読書バリアフリー推進計画」を策定

しました。当市においても読書のバリアフリーの取組を推進する必要がありま

す。 
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（２）デジタル社会に対応した読書環境の整備 

  図書館などの社会教育施設においては、デジタル基盤を強化するとともに、デ

ジタル技術を活用することで、地域の教育力や国民全体のデジタルリテラシー

を向上させることが求められています。また、学校においては、個別最適な学び、

協働的な学びの一体的充実、教育の保障を実現するため、ＧＩＧＡスクール構想

が進展し環境整備が進んでいます。 

  こうした状況を踏まえ、言語能力や情報活用能力を育むとともに、多様な子ど

もたちの読書機会の確保、非常時における図書などへの継続的なアクセスを可

能とするために、子どもたちの健康や発達段階などに配慮しつつ、デジタル社会

に対応した読書環境を整備する必要があります。 
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第2章 基本的な考え方 

1 計画の概要 

（1）計画の位置づけ 

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第9条第2項に規定する「市

町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画」として平成

24年度に策定した「太宰府市子ども読書活動推進計画」の第３次計画であり、本

市における子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的・計画的に推進し、も

って子どもの健やかな成長に資することを目的とするものです。 

また、本計画は、「第２期太宰府市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（まちづ

くりビジョン）並びに「太宰府市教育大綱」を踏まえて策定することとします。 

（2）対象 

0歳からおおむね18歳以下の子どもとします。 

（3）期間 

令和６年度からおおむね5年間とします。ただし、社会情勢の変化や総合戦略

などの策定状況に合わせ、必要に応じて見直しを行います。また、令和５年度を

点検・評価の対象年度として含みます。 

（４）計画の推進 

本計画の目標を達成するために、関係領域（家庭・地域、幼稚園・保育所など、

学校、図書館）所管の各課・機関が協力し、計画の理念や施策に対する理解を浸

透させるとともに、保護者・ボランティアや読書関係団体を含めた全市的な連携

のもとに着実な推進を図ります。また、本計画における取組みについての点検と

評価を太宰府市立図書館協議会に諮ります。 
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子どもの読書活動に関する市計画など 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

第２期太宰府市まち・ひと 

・しごと創生総合戦略 

太宰府市教育大綱 延長中 

市子ども読書活動推進計画 

（第２次） 

１年 

延長

市子ども読書活動推進計画 

（第３次） 

2 計画策定にあたって

（1）計画の目標 

子どもの読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想

像力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くこと

のできないものです。太宰府市では、読書活動をとおして子どもの豊かな心を育

み、自ら生きる力を培っていくために、全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる

場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、発達段階に応じた環境

の整備を推進していきます。 

（2）基本方針 

本計画においては、全ての方策を「妊娠期・乳幼児期」「学齢期」「青年期」

という子どもの発達段階ごとに整理して、各期の課題と取組みを明確にし、全

ての発達段階の取組みにおいて支援が必要な子どもへの配慮を欠かさないよう

努めながら、その推進を図るものとします。 

また、地域・市民が一体となって子どもの健やかな成長を支える読書活動を

進めていくために、「協働」を計画の主要な柱の一本とします。
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３　施策体系図

目標

方針

方策

4-（3）
市民・地域団体
との協働

2-（4）
学校と市民図書
館などの連携

3-（2）
青少年向け読書
支援事業の実施

1-（1）
はじめての本と
の出会いの支援

2-（1）
学校図書館活用による

読書活動推進
3-（3）
市民図書館
と学校・大
学図書館の
連携

1-（２）
読み聞かせの
推進

2-（2）
学校図書館の経営、
環境設備の充実

4-（2）
読書活動に関す
るボランティア
の育成

4-（1）
読書活動推進
のための啓発
と広報

2 学齢期 3 青年期 4 協働

3-（4）
多様な子どもた
ちの読書機会の

確保

読書活動をとおして
子どもの豊かな心を育み自ら生きる力を培う

発達段階に応じた読書活動の推進

　　市民との協働

1 妊娠期・
乳幼児期

1-（３）
本とふれあい親
しむ環境づくり

2-（3）
家庭での読書
活動の支援

3-（1）
青少年向け

コーナーの整備

家庭・地域

学 校 図書館

幼稚園・保育園
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取り組み一覧（詳細は次章）

1 ブックスタート及びそのフォローアップ事業

2 子育て講座での啓発

3 たより発行などによる保護者への情報提供

4 読み聞かせ・おはなし会の実施

5 訪問・出張おはなし会

6 絵本コーナーなど絵本と親しむスペースの整備と資料の充実

7 配慮が必要な子どもの読書を支援する環境整備

8 保育所（園）・幼稚園などへの団体貸出・配本と情報提供

9 保育所（園）・幼稚園などの見学受入れ

10 学校図書館を活用した調べ学習の充実

11 学校図書館利用方法の紹介

12 学校での読書活動の充実

13 表現の機会の充実

14 委員会・生徒会活動による主体的な取組みの充実

15 「読書」に関する日に合わせた取組み

16 学校図書館の環境整備

17 学校図書館だよりの発行

18 学校司書の配置継続と研修機会の充実

19 デジタル社会に対応した読書環境の整備

20 家庭教育学級での読書活動の推進

21 保護者への啓発

22 児童図書の情報提供や本を使った調べものの援助の充実

23 移動図書館の学校乗入れと身近な場所への巡回

24 子どもが自分で読むことの楽しさを知ることができる環境の整備

25 学校支援事業

26 児童生徒の見学・職場体験

27 特別支援学校・学級への支援

28 多様な子どもたちへの読書活動の支援

(2)

(3)

取組み方策

読み聞かせの推進

本とふれあい親しむ
環境づくり

(2)

(3)

学校と市民図書館な
どの連携

学校図書館活用によ
る読書活動推進

学校図書館の経営、
環境設備の充実

1

妊
娠
期
・
乳
幼
児
期

(1)
はじめての本との出
会いの支援

２

学
齢
期

(4)

家庭での読書活動の
支援

(1)
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取り組み一覧（詳細は次章）

取組み方策

29 ヤングアダルトコーナーの環境整備

30 青少年向け資料の充実と情報提供

(2)
青少年向け読書支援
事業の実施

31 自身の読書活動の成果を発表できる参加体験型事業の実施

32 職場体験・実習の受入れ

33 資料の情報提供や相互貸借などの協力体制及び事業の連携

(4)
多様な子どもたちの
読書機会の確保

34 支援が必要な子どものための蔵書の充実

35 「子ども読書の日」を中心とした読書に関する日の普及啓発の推進

36 子ども及び一般向け読書推進事業開催

37 読書に関する情報提供と啓発活動

38
読書ボランティアの育成及び地域文庫など読書団体の技量向上を図る
講座などの開催

39 図書館ボランティア育成の講座・情報交換会などの開催

40 子育てサークル・地域団体の支援・連携

41 保護者・読書ボランティアの協力による読み聞かせなどの推進

42 地域文庫・読書ボランティア団体への団体貸出・情報提供

43
地域文庫・読書ボランティア団体との協働事業の開催及び団体の主体
的活動推進

44 図書館ボランティアによる活動の場の拡大

(3)
市民図書館と学校・
大学図書館の連携

４

協
働

読書活動推進のため
の啓発と広報

読書活動に関するボ
ランティアの育成

(1)

(2)

(3)
市民・地域団体との
協働

３

青
年
期

(1)
青少年向けコーナー

の整備
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第3章 推進のための方策 

1 妊娠期・乳幼児期

家庭は子どもが初めて本に出会う場であり、生涯にわたる読書習慣の基礎を築 

く場でもあります。また、妊娠期に胎児に絵本の読み聞かせを行うことは、胎児

の成長にも良い影響があるといわれています。 

このように、保護者など身近な大人たちからの絵本の読み聞かせは、子どもた

ちに心地よい安心感とともに、絵本の楽しさを味わいながら健やかな心と生きる

力が育まれていく大切な時間です。また、言葉を習得し、感性を育てることなど

多様な経験をもたらします。 

家族が一緒に過ごすためのツールのひとつが絵本であり、子どもの感性を豊か

にし家族の絆を深めるためには、保護者自身が読書に親しめるような工夫が必要

です。大人も子どもも楽しめる読書環境の充実や情報提供などを行い、子どもと

保護者を支援します。 

（1）はじめての本との出会いの支援

生まれてまもない子どもが絵本と出会うために、今後も4カ月児健診時にブッ

クスタート事業、1歳6カ月児健診時にはそのフォローアップ事業を継続します。

これら一連の事業をとおして、読書が家族みんなの日常生活の一部となるよう啓

発をしていきます。 

また、子育て講座の中で、絵本をとおして親子の触れ合いや絵本の大切さにつ

いて保護者に啓発を図ります。保護者へ子どもの成長に合わせた絵本の紹介やた

よりなどを作成・発行し、広く情報提供を行います。 

（2）読み聞かせの推進 

本に対する興味を育み就学以降の自発的な読書習慣につなげるためには、この

時期の読み聞かせの経験は欠かすことができません。 

子育て支援事業や市民図書館など子どもが集まるさまざまな場面で読み聞か

せを実施し、おはなしの楽しさをより身近に感じてもらう機会を増やします。 

保護者が集う機会には、読み聞かせの啓発や親子で触れ合う手遊びの紹介など
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を行います。この他にもこれからもあらゆる機会をとらえ、年齢や季節に応じた

読み聞かせやおはなし会の開催に努めます。 

（3）本とふれあい楽しむ環境づくり

幼い子どもがいろいろな本にふれることができる保育の現場において、絵本

のコーナーの更なる整備に努めます。 

市民図書館では、季節やテーマに沿った本の展示などの中から子ども自身に選

んでもらうことができるよう、今後も資料の充実を図ります。また、配慮が必要

な子どもに対しても、外国語の資料や布の絵本などの充実を図り読書を支援しま

す。

保育所（園）や幼稚園の資料の充実を補助するために、団体貸出サービスの推

進に努め、子どもが本や図書館への興味を持つように、図書館見学などの要望に

も応えます。 
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<各方策に対する具体的な取組み>

方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

(1) 1
ブックスタート及びそ
のフォローアップ事業

全ての家庭で絵本に親しむきっかけをつくるため
に、引き続き4カ月児健診時に絵本を贈るブックス
タート事業とそのフォローアップ事業を行い、本を
介して家族の絆を一層深めることを目指します。

継続
文化学習課・図書
子育て支援課

(1) 2 子育て講座での啓発
「絵本について」の講座を実施し、子どもの読書活
動についての保護者の啓発を図ります。

継続
子育て支援課
社会教育課

(1) 3
たより発行などによる
保護者への情報提供

保護者に向けてのたよりや本のリストなどの発行に
より、絵本やおはなしの情報と楽しさを伝え、家庭
での読書活動を支援します。

継続
保育児童課
子育て支援課
文化学習課・図書

(2) 4
読み聞かせ・おはなし
会の実施

子育て支援事業や、保育所・市民図書館で日常的・
定期的に読み聞かせを行うことにより、子どもにお
はなしの楽しさを伝えます。

継続
子育て支援課
保育児童課
文化学習課・図書

(2) 5 訪問・出張おはなし会
子育てサークルや学童保育所などからの依頼に応じ
て読み聞かせやおはなし会を実施し、子どもが絵本
と親しむ機会を増やします。

継続
子育て支援課
文化学習課・図書

(3) 6
絵本コーナーなど絵本
と親しむスペースの整
備と資料の充実

子どものための本のコーナーを確保・整備し、子ど
もの読書活動を支える資料の充実に努めます。

継続
保育児童課
子育て支援課
文化学習課・図書

(3) 7
配慮が必要な子どもの
読書を支援する環境整
備

配慮が必要な子どもに対応する児童図書などを充実
させ、利用しやすい環境を整えます。

継続 文化学習課・図書

(3) 8
保育所（園）・幼稚園
などへの団体貸出・配
本と情報提供

団体貸出や移動図書館による配本事業、また、本や
読書関連事業に関する情報の提供を行い、保育所
（園）・幼稚園などの読書環境の整備を支援しま
す。

継続
文化学習課・図書
保育児童課

(3) 9
保育所（園）・幼稚園
などの見学受け入れ

保育所（園）・幼稚園などからの要望に応じて見学
を受入れ、本や図書館への関心を高めます。

継続 文化学習課・図書

図書：市民図書館

取組み

実施区分　「継続」：令和５年度まで実施しているもので、令和６年度以降も同様の内容で実施するもの
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2 学齢期

学齢期を迎えるころには、子どもの興味や関心は飛躍的に拡大し、さまざまな

ジャンルの本を楽しむことができるようになってきます。生涯にわたって本に親

しみ、読書を楽しむ習慣を形成していく大切な時期であるといえるでしょう。学

校図書館は、子どもにとって最も身近な図書館であり、子どもの読書活動に大き

な影響を与える空間です。学校は、子どもが読書に親しみを持つような環境を整

備し、子どもの言語能力を向上させる重要な活動である読書活動を充実させる必

要があります。 

国においては、平成26年に「学校図書館法」の一部改正、平成28年「学校図

書館ガイドライン」などが示され、子どもの読書活動に関連する法の整備が進め

られてきました。 

学校教育において、子どもの確かな学力の育成には、言語活動や探究的な学習

の充実が必要であり、同時に読書活動を通じて、子どもの豊かな人間性を形成し

ていくことが求められています。 

（1）学校図書館活用による読書活動推進

学習指導要領などを踏まえ、各教科などを横断的に捉え、全教職員が学校図書

館の意義と役割を共通理解した上で、教育課程と関連させた学校図書館の利活用

を推進します。その際、子どもの発達段階に応じた様々な読書活動（読み聞かせ、

ブックトークなど）が継続的に実施できるように、各学年の学習内容との関連を

明確にし、指導計画に位置付けます。学習活動の中では、POP、帯づくり、感想

文など読んだ本について学んだことや考えたことを表現する機会を充実させま

す。また、委員会や生徒会による取組を充実させ、児童生徒のアイデアを生かし

た主体的・自主的な活動を行うことができるよう支援に努めます。 
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（2）学校図書館の経営、環境設備の充実

学校図書館は、子どもたちの読書環境の充実に向けて、読書及び学習・情報セ

ンターとしての役割が不可欠です。そのために、その経営は校長が館長としての

役割を担い、司書教諭や学校司書を中心とした学校全体で行います。子どもと本

とをつなぐ架け橋となる学校司書については、これからも市内の小・中学校全て

に継続して配置し、読書指導や読書相談といった啓発活動のほか、発達段階に応

じた蔵書の充実を図ります。 

また、特別支援学級に在籍する児童生徒や日本語指導を必要とする児童生徒、

特定分野に特異な才能のある児童生徒など、多様な背景をもつ子どもたちの存在

が明らかになっています。このような状況に対応するためには、デジタル技術の

活用が有効です。読書活動の推進に当たっては、多様な子どもたちを受容し、デ

ジタル機器を利用した読書機会の確保など、取組の充実に努めます。

（3）家庭での読書活動の支援

子どもは保護者を含め身近な大人をお手本に基本的な習慣を身に付けていき

ます。自ら読書活動を行うようになるには、大人が読書を楽しむ姿を見せること

が大切です。そこで、子どもに対する情報提供や環境整備に加えて、様々な形で

保護者などに向けた啓発を推進します。 

市民図書館においては、読んでもらう読書からひとりで読む読書への転換期を

支援するためのコーナーを設け、情報提供と環境整備を行います。また、各小学

校や地域の公園など子どもの利用しやすい場所へ移動図書館を巡回させ、読み物

を中心とした本を提供し、家庭での読書を支援します。 

（4）学校と市民図書館などの連携

子どもに本と接する場をより多く提供できるよう、学校は市民図書館などの関

係機関と連携を密にすることが重要です。そこで、多様な子どもたちのニーズに

応じた図書を提供できるよう、市民図書館訪問や移動図書館の利用などを通じて、

全ての子どもが読書に親しむことができる環境の充実に努めます。 

また、施設見学や職場体験をとおして市民図書館の仕組みや役割を学ぶことで、

読書への関心を高めます。
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<各方策に対する具体的な取組み>

方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

(1) 10
学校図書館を活用した
調べ学習の充実

学校図書館を活用して調べ学習ができるよう、各学
年の学習指導との関連を明確にして計画的に指導で
きるように努めます。

継続 学校教育課

(1) 11
学校図書館利用方法の
紹介

学年の始めに、学校図書館オリエンテーションを行
い、子どもが学校図書館に親しめるよう推進しま
す。

継続 学校教育課

(1) 12
学校での読書活動の充
実

小・中学校の学校生活をとおして、読み聞かせや
ブックトークなどの子どもの発達段階に応じた読書
活動が継続的に実施できるよう、学校の指導計画に
位置づけ、更に充実させます。

充実 学校教育課

(1) 13 表現の機会の充実
読んだ本を紹介するPOPづくりや読書感想文コン
クールなどへの参加を推奨し、表現する学習活動を
充実させます。

充実 学校教育課

(1) 14
委員会・生徒会活動に
よる主体的な取組みの
充実

児童・生徒のアイデアを生かして、主体的・自発的
な活動を行うことができるよう支援に努めます。

継続 学校教育課

(1) 15
「読書」に関する日に
合わせた取組み

「子ども読書の日」や「読書週間」、「文字・活字
文化の日」などに合わせた取組みや、学校の特色に
応じた読書活動に関する取組みの実施に努めます。

継続 学校教育課

(2) 16 学校図書館の環境整備

学校図書館の環境や蔵書などについて、現状の分析
を行い、より効率的な環境整備を進めます。また、
多様な子どもたちに対応した資料の充実に努めま
す。

継続 学校教育課

(2) 17
学校図書館だよりの発
行

推薦図書の紹介や学校図書館に関する情報などを図
書館だよりに掲載し、子どもが学校図書館に親しめ
るよう努めます。

継続 学校教育課

(2) 18
学校司書の配置継続と
研修機会の充実

学校図書館運営に関わる学校司書の配置を継続する
とともに、資質向上のための研修の充実と図書館間
の連携を強化します。

継続 学校教育課

(2) 19
デジタル社会に対応し
た読書環境の整備

電子図書、データベース等の利用を進め、多様な子
どもたちの読書機会の確保に努めます。

新規
文化学習課・図書
学校教育課

(3) 20
家庭教育学級での読書
活動の推進

子どもの読書活動について保護者が学べるように、
「読み聞かせ及び本の重要性」の内容の講師を入れ
るなど、講師一覧表を充実させ、読書活動の推進を
図ります。

充実 社会教育課

図書：市民図書館

取組み
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<各方策に対する具体的な取組み>

方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

図書：市民図書館

取組み

(3) 21 保護者への啓発
授業参観やＰＴＡ活動、学校だよりなどをとおし
て、保護者へ読書活動の意義を伝えます。

継続 学校教育課

(3) 22
児童図書の情報提供や
本を使った調べものの
援助の充実

発達段階ごとの図書案内の配布や、図書館ホーム
ページ及び利用者用検索機での案内をとおして児童
図書の情報提供に努めます。また、本を使った調べ
ものの援助の充実を図ります。

継続 文化学習課・図書

(3) 23
移動図書館の学校乗入
れと身近な場所への巡
回

各小学校に移動図書館を乗入れ、読み物の読書環境
補完を図ります。また、地域の公園など子どもが利
用しやすい場所への巡回に努めます。

継続
文化学習課・図書
学校教育課

(3) 24
子どもが自分で読むこ
との楽しさを知ること
ができる環境の整備

絵本から読み物へ、読んでもらう読書から自分で読
む自立した読書への転換期を支援するために、情報
提供と環境の整備に努めます。

充実 文化学習課・図書

(4) 25 学校支援事業
学校の授業支援資料の貸出のほか、学級文庫などの
団体貸出や移動図書館の利用をとおして、子どもと
本の出会いを支援します。

充実
文化学習課・図書
学校教育課

(4) 26
児童生徒の見学・職場
体験

施設見学や職場体験を受け入れ、市民図書館の司書
の仕事内容などについて学び、読書への関心が高ま
るように努めます。

継続
文化学習課・図書
学校教育課

(4) 27
特別支援学校・学級へ
の支援

特別支援学校・学級への団体貸出と出張おはなし会
を継続実施します。

継続 文化学習課・図書

(4) 28
多様な子どもたちへの
読書活動の支援

関係課とも連携し、個々の発達段階や状況に応じた
アクセシブルな書籍の案内を充実させる。

新規 文化学習課・図書

実施区分

「継続」：令和５年度まで実施しているもので、令和６年度以降も同様の内容で実施するもの

「充実」：令和５年度まで実施しているもので、令和６年度以降も内容の充実や取組みの再編を図るもの

「新規」：令和５年度までは実施していないが、令和６年度以降新たに実施または実施を予定するもの
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3 青年期 

青年期（おおむね13歳から18歳まで）は、子どもから大人への過渡期であり、

著しい身体的成長とともに精神的な揺らぎが現れます。この年代の子どもたちは、

さまざまな葛藤のなかで自己を確立し、社会の一員として自立して生きる力を獲

得していかなければなりません。 

しかし、小学生から中学生になり、学年が上がるほどに子どもの読書量は減少

する傾向にあります。その理由としては、学校生活が多忙になることはもちろん

ですが、市内中学生へのアンケート結果によると、自分の自由な時間はパソコン

やスマートフォンなどソーシャルメディアの利用に充てていることが見受けら

れます。その反面、読書に対しては知識や情報が得られる、想像力が広がるなど

肯定的な意見も多く、学校での授業や一斉読書の時間以外にも自発的な読書につ

なげる工夫が必要です。 

そのためにもこの世代の視点に立ったサービスの充実や図書の収集を行い、市

民図書館と各学校図書館とのサービスの連携を図る必要があります。 

＊本節での取組みは、「学齢期」の中学校における方策に加える形で行うもので

す。 

（1）青少年向けコーナーの整備

すでに設置している青少年向け YA（ヤングアダルト）コーナーの更なる資料

の収集と、関心を高める配置、展示に努めます。特にこの世代の進路に関する資

料の収集、情報提供を図ります。 

（2）青少年向け読書支援事業の実施

自身の読書活動を文字や話し言葉にして人に伝えたり、青少年が読書や図書館 

と主体的に関わることができる参加体験型の読書事業に取り組みます。 

（3）市民図書館と学校・大学図書館の連携 

中学・高校・大学からの要望に応じて、職場体験や実習を受け入れます。また、
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授業や講義の依頼があれば司書が講師として赴きます。 

各学校へ刊行物の情報提供を行い、読書関連事業への協力など読書活動への参

加機会の拡大を図ります。また、学校・大学の図書館と市民図書館との連携を深

め、学校にいながら市民図書館を利用できるシステムづくりを推進します。 

（４）多様な子どもたちの読書機会の確保 

視覚に障がいのある子どもや配慮の必要な子どものために、大活字本、点字の

本、朗読 CD、LL ブックなどの蔵書を更に充実させ、積極的に利用していただけ

るように工夫します。 

 また、福岡県立図書館で行っているデイジー図書などのサービスを、ホームペ

ージなどでご案内します。
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<各方策に対する具体的な取組み>

方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

(1) 29
ヤングアダルトコー
ナーの環境整備

限られたスペースを活用して、更にこの世代の関心
を高める効果的な資料配置と展示方法の改善を図り
ます。

継続 文化学習課・図書

(1) 30
青少年向け資料の充実
と情報提供

この世代の感性・価値観に訴える資料を収集し、時
流に即した方法での情報提供に努めることにより、
児童書から一般書への移行期の読書を支援します。

充実 文化学習課・図書

(2) 31
自身の読書活動の成果
を発表できる参加体験
型事業の実施

読書会や本の紹介文づくりなど、自身の読書活動を
人に伝える体験型の事業を、機会を捉えて実施しま
す。

充実 文化学習課・図書

(3) 32
職場体験・実習の受入
れ

要望に応じて、職場体験・インターンシップ・実習
を受け入れ、読書や図書館への理解を深めます。

継続 文化学習課・図書

(3) 33
資料の情報提供や相互
貸借などの協力体制及
び事業の連携

図書館だより・新着図書案内の送付や生徒・学生が
参加できる図書館事業の情報提供を行うとともに、
図書館間の交流を図り、相互貸借協力体制や協力事
業を推進します。

充実 文化学習課・図書

(4) 34
支援が必要な子どもの
ための蔵書の充実

視覚に障がいがある子どもや読むだけでは理解が困
難な子どものための蔵書を充実させます。

充実 文化学習課・図書

図書：市民図書館

取組み

実施区分

「継続」：令和５年度まで実施しているもので、令和６年度以降も同様の内容で実施するもの

「充実」：令和５年度まで実施しているもので、令和６年度以降も内容の充実や取組みの再編を図るもの
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4 協 働 

子どもに読書を勧める大人の読書離れが注目されるようになって久しく、子ど

もだけに区切らず大人も含めての読書推進が急がれます。 

読むことの楽しさ、充実感、満足感など子どもの頃の体験は、心身ともに満た

された人格形成の一翼を担い、その体験を次の世代へと繋いでいくことが大切で

す。この取り組みを推進していくために「太宰府市子ども文庫・読書サークル連

絡協議会」をはじめとして、本市の読書活動には市民が主体的にボランティアと

して関わることで、大きな役割を担っています。 

すべての子どもが読書活動の恩恵を受けられるように、市民が一体となって 

読書活動への理解を深めるように情報提供や啓発事業を展開します。 

（1） 読書活動推進のための啓発と広報 

幼い頃から読書の習慣を身につけるためには、身近な大人も日頃から本を手に

取り読書を楽しむことが大切です。子どもの読書活動推進のため、また、大人自

身が読書に親しむための啓発と情報提供を行います。 

（2） 読書活動に関するボランティアの育成 

市民図書館や地域・学校で子どもの読書活動を支える読書ボランティアの活動

を支援します。 

また、本の補修や整理などに携わる図書館ボランティアを新たに育成するとと

もに、そのスキルアップのための研修や情報交換会など、活動の活性化を図りま

す。 

（3）市民・地域団体との協働

地域の子育てサークル・団体への資料の貸出や情報提供をとおして、その活動

を支援します。 

読書活動に関する個人ボランティアや地域文庫などの読書ボランティア団体

との連携を深め、協働の読書活動推進事業を開催するとともに、各人・各団体の

主体的な活動を支援・推進します。 
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<各方策に対する具体的な取組み>

方
策

取組み内容

実
施
区
分

所管

(1) 35
「子ども読書の日」を
中心とした読書に関す
る日の普及啓発の推進

「子ども読書の日」などの読書に関する日につい
て、その趣旨にふさわしい普及啓発を推進します。

継続
文化学習課・図書
社会教育課

(1) 36
子ども及び一般向け読
書推進事業開催

読書に関する講座や参加体験型事業などを実施し、
読書活動を推進します。

継続 文化学習課・図書

(1) 37
読書に関する情報提供
と啓発活動

「広報だざいふ」、「としょかんだより」や市民図
書館ホームページで、読書に関する情報提供と啓発
活動に努めます。

継続 文化学習課・図書

(2) 38

読書ボランティアの育
成及び地域文庫など読
書団体の技量向上を図
る講座などの開催

学校や市民図書館などで読み聞かせをする読書ボラ
ンティアを育成し、また地域文庫などの読書ボラン
ティア団体の技量向上を図る講座などを開催し、そ
の活動を支援します。

継続 文化学習課・図書

(2) 39
図書館ボランティア育
成の講座・情報交換会
などの開催

本の補修や書架整理などを行う図書館ボランティア
を募り、研修や情報交換会を実施して技術や知識の
向上を図ります。

継続 文化学習課・図書

(3) 40
子育てサークル・地域
団体の支援・連携

地域の子育てサークル・団体への紙芝居などの貸出
やサポーター支援講座などを通して、更に活動を支
援し連携を図ります。

継続
子育て支援課
文化学習課・図書

(3) 41
保護者・読書ボラン
ティアの協力による読
み聞かせなどの推進

学校での読み聞かせやブックトークなど、地域コー
ディネーターや保護者・読書ボランティアと連携
し、子どもの読書活動の支援に更に努めます。

継続
学校教育課
文化学習課・図書

(3) 42
地域文庫・読書ボラン
ティア団体への団体貸
出・情報提供

団体貸出による読書環境の整備や、子どもの読書に
関する情報の提供などにより、地域文庫や読書ボラ
ンティア団体の活動を支援します。

継続 文化学習課・図書

(3) 43

地域文庫・読書ボラン
ティア団体との協働事
業の開催及び団体の主
体的活動推進

地域文庫等読書ボランティア団体との協働による読
書活動推進事業を開催します。また、助成情報の提
供や広報協力などにより団体の主体的な活動を推
進・支援します。

継続
文化学習課・図書
子育て支援課

(3) 44
図書館ボランティアに
よる活動の場の拡大

図書館ボランティアの活動の場を広げるとともに、
持続的な活動が可能となるよう支援します。

継続 文化学習課・図書

図書：市民図書館

取組み

実施区分　「継続」：令和５年度まで実施しているもので、令和６年度以降も同様の内容で実施するもの
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用語解説（50 音順） 

LL ブック 

「LL」とは、「わかりやすく、読みやすい」と 

いうスウェーデン語の略で、読むことに困難を伴 

いがちな人を対象に、生活年齢に合った内容をわ 

かりやすく読みやすい形で書かれた本である。 

学校司書 

小学校、中学校及び高等学校に設置される学校図書館において、専任として業務

に携わるもの。学校図書館法第6条により「学校図書館の運営の改善及び向上を図

り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専

ら学校図書館の職務に従事する職員」と規定されている。 

学校読書調査 

全国学校図書館協議会と毎日新聞社が合同で、全国の小学校4年生から高校3年

生を対象として毎年6月に実施していたが、６７回目となった令和4年は、全国学校

図書館協議会により実施された。「５月１カ月間に読んだ本・雑誌の冊数」などの毎

年調査している定例項目に加え、「タブレットやパソコンなどを使った学習の際の

意識」「電子書籍の読書経験」について調査された。 

GIGA スクール構想 

 小・中学校などでタブレットやパソコンなどの ICT 端末を児童生徒に１人１台貸

与することと、学校内のインターネット環境を整えていく文部科学省の政策。多様

な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に「個別最適化され、創造性を育む

学び」を実現させることを目的としている。 

子ども読書の日 

4月23日。国民の間に広く子ども読書活動についての関心と理解を深めるととも
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に、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために、「子どもの読書活動の推

進に関する法律」で定められた。 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

子どもの健やかな成長に資するため、すべての子どもがあらゆる機会と場所にお

いて自主的に読書活動を行うことができるよう、環境の整備を推進することを求め

た法律。平成13年12月施行。 

第５次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画 

子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、令和 5 年 3 月 28 日閣議決定。

これは、政府がおおむね 5 年ごとに策定するもので、子どもの読書活動の推進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的方針を示すものであ

る。 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）

【Social Networking Service】人と人との社会的な交流を目的とした会員制の

オンラインサービスの総称。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段

や、趣味や居住地域など互いの共通点やつながりを通じて新たな人間関係を構築す

る場を提供する。Web サイトで利用することができる。Facebook（フェイスブッ

ク）、LINE（ライン）、Twitter（ツイッター）など。 

団体貸出 

保育所、幼稚園、学級、地域文庫などの団体に対して、市民図書館の資料を貸し

出すこと。 

デイジー図書

デイジー（DAISY）とは、Digital Accessible Information System の略で、「アクセシ

ブルな情報システム」と訳されるデジタル録音図書の国際標準規格である。 視覚障

がいなどにより、普通の印刷物を読むことが困難な方々のために、カセットテープ

に代わるものとして開発された。 
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読書週間 

10月27日～11月9日。昭和22年11月、「読書の力によって、平和な文化国家を

作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店、公共図書館に新聞・放送の

マスコミ機関も加わって最初の読書週間が開催され、国民的行事として定着した。

公益社団法人読書推進運動協議会が主催。 

「読書」に関する日 

子ども読書の日、読書週間、文字・活字文化の日のほか、絵本週間（3月27日～

4月9日）、国際子どもの本の日（4月2日）、教科書の日（4月10日）、こどもの読書

週間（4月23日～5月12日）、図書館記念日（4月30日）、学校図書館の日（6月11

日）、国際学校図書館月間（10月）、新聞週間（10月15日～10月21日）などがあ

る。 

図書館協議会 

図書館法及び太宰府市立図書館条例に基づき設置され、館長の諮問に応じ、図書

館の運営などについて意見を述べる機関。 

読書バリアフリー法 

障がいの有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受け

られるようにするための法律。正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進

に関する法律」。さまざまな障がいのある方が、利用しやすい形式で本の内容にアク

セスできるようにすることを目指している。 

布の絵本 

厚地の台布に絵の部分をアップリケし、ボ

タンやひも、ファスナーなどで留めたり結んだ 

りすることもできる手作りの絵本。おはなし 

だけでなく、布のぬくもりと生活動作の体験 

を楽しむことができる。 
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ブックスタート事業 

赤ちゃんと保護者が絵本をとおして、温かく楽しいひと時を持つきっかけをつく

る運動。市町村単位で、地域に生まれたすべての赤ちゃんと保護者を対象に、保健

センターの0歳児健診などで行われている。 

ブックトーク 

テーマを決めてそのテーマに関する本を数冊紹介し、本に興味を抱かせ、読書へ

のきっかけをつくる方法。 

POP（ポップ） 

カードサイズの紙に書名と短い説明文、 

イラストなどを手書きして、自分が読んだ 

本の魅力を、その本を読んだことのない人に 

紹介するもの。

文字・活字文化の日 

10月27日。国民の間に広く文字・活字文化についての関心と理解を深めるため、

「文字・活字文化振興法」で定められた。読書週間（10月27日～11月9日）の1日

目でもある。 

ヤングアダルト 

【young adults】公共図書館や学校図書館で13歳～19歳の子ども（ティーンエ

イジャー）をさす言葉として使われている。児童書から一般書への橋渡しとなるこ

の世代向けの資料をヤングアダルト（YA）資料、またそのコーナーをヤングアダル

ト（YA）コーナーと称する。
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子どもの読書活動の推進に関する法律 

（平成13年12月12日 法律第154号） 

（目的）  

第一条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国

及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に

関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的と

する。  

（基本理念）  

第二条  子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子ど

もが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生

をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることに

かんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書

活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなけれ

ばならない。  

（国の責務）  

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの

読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域

の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する

責務を有する。  

（事業者の努力）  

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子ど

もの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に

努めるものとする。  

（保護者の役割）  

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習

慣化に積極的な役割を果たすものとする。 
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（関係機関等との連携強化）  

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実

施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その

他必要な体制の整備に努めるものとする。  

 （子ども読書活動推進基本計画）  

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書

活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。  

二 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国

会に報告するとともに、公表しなければならない。  

三 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都

道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども

読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。   

二  市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が

策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活

動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推

進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策

についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよ

う努めなければならない。  

三 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読

書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

四 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画の変更について準用する。 

（子ども読書の日）  

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  

二 子ども読書の日は、四月二十三日とする。  
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三 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよ

う努めなければならない。  

（財政上の措置等）  

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施す

るため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。  

衆議院文部科学委員会における附帯決議  

  政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。  

  一  本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環

境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 

  二  民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読

書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

  三  子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむこ

とができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めるこ

と。 

  四  学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊

重すること。 

  五  子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主

的判断に基づき提供に努めるようにすること。 

  六  国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への

子どもの参加については、その自主性を尊重すること。 
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第３次太宰府市子ども読書活動推進計画策定の経過

期　日 内　容

 令和５年２月２日  第１回第３次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 令和５年８月25日  第２回第３次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 令和５年９月22日  第３回第３次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 令和５年10月５日  第４回第３次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 令和５年10月25日  第１回太宰府市立図書館協議会において審議

 令和６年１月　日  第５回第３次太宰府市子ども読書活動推進計画関係課会議開催

 令和６年２月　日  第２回太宰府市立図書館協議会において審議

 令和６年２月28日  太宰府市教育委員会において審議

 令和６年３月　日  「第３次太宰府市子ども読書活動推進計画」市長決裁

 令和５年12月５日
　   ～令和６年１月８日

 第３次太宰府市子ども読書活動推進計画（案）のパブリックコメン
ト実施
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